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令和５年２月１６日判決言渡 

令和４年(行コ)第７２号 還付金（過誤納金）返還請求控訴事件（原審・東京地方

裁判所令和元年(行ウ)第４５３号） 

             主      文 

     １ 本件控訴を棄却する。 

     ２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

            事 実 及 び 理 由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 被控訴人の請求を棄却する。 

第２ 事案の概要（略称は、原判決のものを用いる。） 

１ 本件は、ルクセンブルクに本店を有する外国法人である被控訴人が、内国法

人である完全子会社２社（本件各子会社）がした会社分割（本件各分割）に伴

い、本件各子会社がその対価として取得した分割承継法人の出資持分につき、

本件各子会社の剰余金の配当として受けた分配金（本件各剰余金配当）の一部

が配当とみなされる（本件各みなし配当）ため、２０．４２％の税率で計算さ

れた税額（当初納付額）の所得税及び復興特別所得税（所得税等）を源泉徴収

により納付したところ、本件各みなし配当については、所得に対する租税及び

ある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とル

クセンブルク大公国との間の条約（本件租税条約）１０条２項⒜（本件規定

⒜）の要件をいずれも満たし、その税率は、本件規定⒜所定の限度税率（租税

実施法２条５号）である５％となるから、当初納付額は過大であったと主張し

て、控訴人に対し、還付金合計１３億９４４８万４３０２円（Ａ社分につき１

１億２１９６万２２３７円、Ｂ社分につき２億７２５２万２０６５円）並びに

これらのうち１万円未満の端数を除いた部分に対する平成２７年５月８日（還

付の請求があった日の翌日から起算して１月を経過する日）から還付のための
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支払決定の日又は充当の日までの還付加算金（具体的な計算方法は、原判決別

紙２「還付加算金目録」に記載のとおりである。）の支払を求める事案であ

る。 

 原審は、被控訴人の請求を全部認容したため、これを不服として控訴人が控

訴した。 

２ 関係法令等の定め、前提事実、争点及び当事者の主張は、以下のとおり原判

決を補正し、後記３のとおり当審における控訴人の主張を付加するほかは、原

判決の「第２ 事案の概要」の１から４までに記載のとおりであるから、これ

を引用する。 

 ⑴ 原判決１１頁１３行目の「を納付した」を「を源泉徴収して控訴人に納付

した」に改める。 

⑵ 原判決１２頁４行目の「求める金額」の次に「である合計１３億９４４８

万４３０２円（以下「本件請求金額」という。）」を加え、同７行目の「以

下併せて「本件請求金額」という。」を削る。 

⑶ 原判決（別紙４）５７頁１２行目の「⑴ 」の次に「本件文言の解釈指針

となる規定は、ウィーン条約３１条と本件租税条約３条２項である。そして、

本件租税条約３条２項は「文脈により別に解釈すべき場合を除くほか、（中

略）当該一方の締約国の法令における当該用語の意義を有するものとする。」

と規定しているが、本件租税条約には、本件文言の解釈を可能とする「文脈」

はない。また、」を加える。 

⑷ 原判決（別紙４）７２頁２４行目の「しかしながら、」を「政府訳文は、

日本語正文が存在しない条約について、国会審議の資料として提出され、ま

た、国民の理解のために公布の際に正文に添付されるものにすぎず、仮に後

に政府がその訳が不適切であったと考えるに至ったとしても、これを改正す

ることは予定されておらず、法令の解釈について上級行政機関が解釈を変更

した場合には改廃が行われる解釈通達とも法的性質は異なっている上、法源
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性を有さないのであるから、租税法律主義の下、法源である正文に従った条

約の適用がなされなければならない。」に改める。 

３ 当審における控訴人の追加主張 

 ⑴ 本件文言は、以下のとおり、利得の分配の受領者が特定される日を意味す

ると解釈すべきであり、本件各みなし配当（利得の分配）の受領者が特定さ

れる日とは、本件各分配が行われた日の前日である平成２６年７月３１日を

指すと解すべきである。 

  ⑵ア 本件租税条約３条２項は、「一方の締約国によるこの条約の適用上、こ

の条約において定義されていない用語は、文脈により別に解釈すべき場

合を除くほか、この条約の適用を受ける租税に関する当該一方の締約国

の法令における当該用語の意義を有するものとする。」と定めていると

ころ、この規定は、一般的な条約における用語の解釈について定めたウ

ィーン条約３１条１項との関係では、特別規定であると解されるから、

本件租税条約３条２項の規定がウィーン条約３１条１項の規定に優先し

て適用されると解すべきである。そして、本件文言は、それを構成する

各用語が本件租税条約において定義されていないから、本件租税条約３

条２項にいう「文脈」によって解釈すべきであり、文脈によってもその

意義が明らかでない場合に限り、我が国の租税法上における用語の意義

によることとなるが、本件租税条約３条２項が規定する「文脈」は、ウ

ィーン条約３１条１項が規定する「文脈」よりも広く、条約文等や締約

国の合意だけでなく、規定の趣旨・目的、署名時の両締約国の意図、締

約国の法制度の適切な規定、モデル条約及びコンメンタリー、パラレル

条約なども含まれると解される。 

イ 一般に、租税条約は、既に各国において税法が規定され、具体的な課税

の仕組みが法体系として確立していることを前提に、異なる法令を有する

国家間における合意として締結されるものであるため、その規定は、概し
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て簡潔なものとならざるを得ず、全ての取引を網羅して定められるもので

はなく、典型例につき簡潔な条文をもって定められるのが通常であるから、

規定自体が簡潔となっている場合には、当該規定の文言に拘泥することな

く、その規定の趣旨・目的をも考慮した解釈が必要となる。しかるところ、

本件文言は、配当に当たり決算が行われる典型的な配当の例を念頭に簡潔

な条文をもって定められたものであると解され、本件租税条約が締結され

た平成４年当時には制度自体が存在すらしなかった非適格分割型分割によ

り生じるみなし配当のように配当に当たり決算が行われない例外的な場合

については、本件各みなし配当「に係る」事業年度は存在しないから、国

内法における用語の意義により本件文言を解釈することはできず、「文脈

により別に解釈すべき場合」に当たるものとして、「the accounting 

period」という文言に拘泥することなく、種々の配当の意義や手続等のほ

か、本件規定⒜において本件保有期間要件が設けられた趣旨・目的を踏ま

えて解釈すべきである。 

  本件文言中に「the accounting period」という文言が用いられたのは、

利得の分配（配当）に係る会計期間（又は事業年度）が存在する場合、す

なわち、配当に当たり決算が行われる典型的な配当においては、「配当の

支払を受ける者が特定される日」が通常会計期間（又は事業年度）終了の

日であったためにすぎない。これに対し、本件各みなし配当は、税法固有

の概念であり、そのみなし配当の額の計算方法からすれば、当該みなし配

当が生じた事業年度における利益計算とは独立していることは明らかであ

り、当該みなし配当が生じた事業年度の会計とは無関係でつながりがない。

したがって、本件文言が、一定の関連性ないし牽連性を要する「for 

which」を用いている以上、本件各みなし配当「に係る」事業年度は存在

しないから、みなし配当の場合に「the accounting period」 を国内法の

「事業年度」として解釈した場合には、国内法の意味では本件租税条約が
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一部適用できなくなるから、本件文言の解釈に当たっては、「文脈により

別に解釈すべき場合」に該当するというべきである。なお、仮に「the 

accounting period」を「会計期間」と解したとしても、本件各みなし配

当の計算方法に照らせば、やはり対応する会計期間（「利益の分配に係る

会計年度」）がないから、上記結論は左右されない。 

ウ  本件規定⒜が軽減税率を定めた趣旨は、源泉地国において配当支払法

人の利得に対して課税した上に、その利得の分配である配当についても、

配当受領者の居住地国において重ねて課税することは、国際投資の障害

となることから、経済的二重課税の排除を手段として、子会社から親会

社に対する配当については源泉地国における配当課税の税率を５％に制

限することにより国際投資の促進を図ろうとしたものである。そして、

①本件租税条約が親子会社関係の判定基準について「資本」ではなく

「議決権」を用いており、子会社の事業活動に参画できる議決権のある

株式を保有する者に軽減税率の特典を与えていること、②本件租税条約

と同様の親子会社間配当に係る軽減税率規定である新日英租税条約（平

成１８年改正）１０条２項 について、「親子関係にある法人間で行わ

れる株式投資は、短期売買目的のための一般のポートフォリオ投資とは

異なり、事業活動に係る直接投資としての性格が強く、このような配当

に対する源泉地国課税の大幅な減免を通じて投資交流の促進が図られる

ことが期待されます」との国税庁による説明がなされていることからす

れば（乙３９・国税庁「税制改正の解説（平成１８年版）」５０１頁）、

本件規定(a)が軽減税率を定めた趣旨は、資産運用としての証券投資と

は区別される事業活動に係る直接投資の促進を図ることにあると解され

る。 

その上で、本件規定⒜が、本件保有期間要件として、６か月の最低保

有期間を設けている趣旨についてみると、一般に、保有期間要件は、経



 

 - 6 - 

済交流や投資を抑制する方向に働く規定であると解されるが、本件租税

条約制定当時、国内法令である法人税法２３条１、４項（平成１２年法

律第９７号による改正前のもの。)及び法人税法施行令２２条の２（平

成１０年政令１０５号による改正前のもの。）が、特定株式等に係る配

当等につき、内国法人が他の内国法人の一定割合以上の株式又は出資金

額を、当該内国法人が交付を受ける配当等の額の支払義務が確定する日

以前６月以上引き続いて有しているとの要件を満たす場合には、益金不

算入とする制度を設けており、これは企業支配的な関係のある、いわば

同一企業の内部取引と考えられる配当等については課税すべきでないと

する一方で、支配関係を目的としない法人が投資対象として保有する株

式についてまで税が軽減されることは相当でないとの考えに基づくもの

であり、これと同様に、本件規定⒜は、直接投資の促進という趣旨に合

致しない短期保有の株主を軽減税率の適用対象から除外し、他方で投資

の促進を阻害しない程度の継続した持分保有関係を要求するにとどめる

必要から、両者の適切な調和点として、法人税法が最低保有期間として

いた期末配当と中間配当の間隔である６か月と同じく最低保有期間を６

か月としたものと解される。 

 このような、本件租税条約３条２項の「文脈」を構成する本件保有 

期間要件が設けられた趣旨を踏まえると、上記持分保有関係の存在は、

その配当に結びつく投資がされた期間において求められているものと解

するのが合理的である。そして、我が国の配当又は各種のみなし配当が、

いずれも、一定の時点における株主をもって当該配当等に結びつく投資

をした者として当該投資の成果を分配する、又は分配されたものとみな

すものであることからすると、本件文言が定める本件保有期間要件は、

当該一定の時点に先立つ一定期間、具体的には最も適切と考えられる６

か月間、当該持分関係が継続していることを要求するものと解するのが
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合理的であり、本件文言は、かかる本件保有期間要件の起算点を明らか

にしたものと解すべきである。したがって、本件文言は、当該配当に結

びつく投資がされた期間を画する起算点である「利得の分配の受領者が

特定される日」を意味すると解釈するのが相当である。本件各みなし配

当のように、非適格分割型分割によって生じるみなし配当については、

その所得の金額が非適格分割型分割の行われる直前の株主の株式の保有

状況を基に算定され、非適格分割型分割が行われる直前の株主に対して

みなし配当という所得が生じることとなり、当該分割の直前時点におい

てその受領者が特定されることとなるから、利得の分配の受領者が特定

される日とは、非適格分割型分割の直前の日（前日）を指すと解するの

が相当である。そして、日本とルクセンブルクによって選択された一定

の時点（起算点）に先立つ一定期間の継続した持分関係を要求する本件

規定 の規定振りからすれば、配当と無関係な配当後の投資期間（株式

保有期間）を含むような起算点（本件文言）の解釈は不合理であって、

本件規定 は、株主に対し、本件文言を起算点としてそれに先立つ一定

期間の継続的な株式保有を求めていることは明らかである。 

   エ 本件租税条約３条２項の「当該一方の締約国の法令」とは、条約適用時

（租税が課される時点）の法令を意味すると解すべきところ、本件条約の

公布時における我が国の法令においては、「計算期間」という用語は存在

していなかったため、本件租税条約の「the accounting period」との文

言の政府訳文が「事業年度」となっているにすぎない。そして、本件租税

条約の同文言は、英語と日本語が共に正文とされている他の条約において

採用されていたように、「計算期間」と訳することも可能であって、むし

ろ、我が国の法令上、「事業年度」（法人税法１３条１項）は、法人の財

産及び損益の計算の単位となる期間であり、配当とは直接の関連性がない

用語であるのに対し、「計算期間」（法人税法２３条５項、同法施行令２
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２条の２第２項）は、親子会社間の配当の減免規定の適用を受ける際に必

要とされる株式の保有期間を画する用語であるから、本件と関連性が強い

ということができ、本件文言を解釈するに当たって参照されるべき我が国

の法令用語ということができる。また、加盟国で広く採用されている見解

に合わせてモデル条約の１９９５年(平成７年)改訂において、「当該一方

の締約国の法令」が条約適用時（租税が課される時点）の法令であること

が明文化されたことを踏まえると、本件租税条約においても、「当該一方

の締約国の法令」とは、適用時（租税が課される時点）の法令を意味する

ものと解される。したがって、本件租税条約の「the accounting period」

との文言は、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間である「事業年

度(会計期間)」ではなく、親子会社間の配当の減免規定の適用を受ける際

に必要とされる株式の保有期間を画する用語である「計算期間」と訳する

のが相当であり、我が国の法令上、計算期間とは、「その配当等の額の支

払を受ける直前に当該配当等の額を支払う他の内国法人により支払われた

配当等の額（括弧内略）の支払に係る基準日の翌日（括弧内略）からその

支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日までの期間」（法人税法施行

令２２条の２第２項）を意味するから、その終了の日とは基準日を意味す

るのであり、このような我が国の法令の用語の意義からしても、本件文言

は、利得の分配の受領者が特定される日を意味すると解すべきである。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 当裁判所も、被控訴人の請求は理由があり認容すべきであると判断する。そ

の理由は、以下のとおり原判決を補正し、後記２のとおり当審における控訴人

の追加主張に対する判断を付加するほかは、原判決の「第３ 当裁判所の判断」

の１及び２に記載のとおりであるから、これを引用する。 

  ⑴ 原判決１３頁１０行目の「採用されている。」の次に「そして、上記コメ

ンタリーは、ウィーン条約３２条にいう「解釈の補足的な手段」として、モ
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デル条約に倣った条約の解釈に際しても参照されるべき資料ということがで

きるものである（最高裁平成２０年（行ヒ）第９１号同２１年１０月２９日

第一小法廷判決・民集６３巻８号１８８１頁参照）。」を加える。 

⑵ 原判決１７頁１２行目末尾に「この点、モデル条約２０１０年版のコメン

タリーは、その理由について、第１０条に関するパラグラフ１６において、

主として配当の軽減税率規定をできるだけ広く適用したいとの点にあるとす

る一方で、「一定のＯＥＣＤ加盟国の国内法令は、受領法人が受取配当につ

き軽減又は免除を受ける要件として、当該法人が株式を保有すべき最低限の

期間を定めている。この観点から、締約国は同様の条件をそれらの条約に含

めることができる。」とし、各締約国が保有期間要件を設けるかどうか、ま

た、どのような保有期間要件を設けるかは、各締約国の選択に委ねるものと

していた。（乙１８）」を加える。 

  ⑶ 原判決１８頁２５行目末尾に改行の上、次のとおり加える。 

    「 カ ２０１０年版のモデル条約１０条３項のコメンタリーのパラグラ

フ２３では、同項に関し、「ＯＥＣＤ加盟国の法の間には大きな差

異があることを考慮すると、「配当」を完全かつ網羅的に定義する

ことは不可能である。（中略）１９６３年条約草案の改訂過程にお

いて、国内法令に言及しない解決策を見いだすために徹底的な研究

が行われた。この研究においては、会社法及び租税法の分野におけ

る加盟国間のいまだ残されている相違点に照らせば、配当の概念を

国内法令から独立して定義づけることは可能とは思われない、とい

う結論に至っている。」とされており、また、同パラグラフ２８で

は、「配当とされる支払には、年次株主総会によって決定される利

得の分配のみならず、金銭又は金銭的価値を有するその他の便益、

例えば無償株や、特別配当金、清算分配金及び隠れた利益配当が含

まれる。支払法人が居住者とされる国が、かかる便益を配当として
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課税する限りにおいて本条に規定する救済措置が適用される。かか

る便益が、法人の生み出した当期の利得から支払われたものである

か、準備金（すなわち、過去の事業年度の利得）から支払われたも

のであるかは重要なことではない。通常、いかなる形態のものであ

れ、構成員の権利を減少させる効果を生む法人による分配、例えば

資本の払い戻しを構成する支払は配当とはみなされない。」とされ

ている。(甲４４) 

     ⑸ 租税条約に関する解説書である、クラウス・フォーゲル「租税条約」

（第４版及び第５版）では、租税条約に「最低保有期間」の定めがあ

る場合として２つの代表的なパターンを紹介しており、一つは、日本

が締結した租税条約によくみられるものとして、本件文言を用いた

「利得の分配に係る会計期間の終了の日に先立つ６か月」（six 

months immediate1y before the end of the accounting period for 

which the distribution of profits take place）との規定で、配当

の受領者は利得の分配の時点では最低保有期間の要件を充たしている

ことは必要がないが、もう一つの例は、２０１６年のアメリカのモデ

ル租税条約のように「配当の支払を受ける者が特定される日をその末

日とする６か月」(for a period of six months ending on the date 

on which the entitlement to the dividends is determined)との規

定で、配当を行うことを正式に決定した時点に最低保有期間の要件を

充たしている必要がある、との解説がされており、両者の文言を対照

して、意味が異なると分析し、本件文言については「利得の分配に係

る会計期間の終了の日に先立つ６か月」を意味するものであるとする

内容となっている。（甲４６、４９、乙６０の１～２頁）」 

  ⑷ 原判決２０頁１８行目末尾に「なお、控訴人は、本件文言の解釈に当たり、

法源性を有しない仮訳にすぎない政府訳文を参照することは許されないと主
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張するが、政府訳文は、国会審議の資料とされ、また、条約の公布の際にも

正文とともに官報に掲載されるものであって、日本国内においては、本件租

税条約の日本語による内容に関する日本政府の認識を公的に示したものとし

て効力を有するものといえるから、前記のとおり、本件租税条約２条３項に

基づき、「日本の法令における当該用語の意義」を検討するに際して、これ

を参照することは相当というべきである。」を加える。 

  ⑸ 原判決２２頁２５行目の「繰り返しは」の次に「経済的二重課税として」

を加える。 

⑹ 原判決２３頁２５行目の「定められていなかったところ、」を「定められ

ておらず、定めるか否かは各締約国の裁量に委ねられていたところ、」に改

める。 

  ⑺ 原判決２６頁２０行目の冒頭から同２５行目の「いうことができる。」ま

でを「以上のとおり、本件租税条約には本件文言を定義した規定は存在しな

いため、まず、本件租税条約に定められている条文解釈規定である本件租税

条約３条２項の文脈（ウィーン条約３１条１項）により本件文言を解釈する

こととし、日本の法令における用語の意義に基づいて本件文言を解釈すると、

その意義は、「利得の分配に係る会計期間の終了の日」と解することができ

るところ、このような本件文言の解釈につき、本件租税条約には、これと別

段の解釈をすべきものとする文脈はないと認められる。そして、本件文言に

関する上記の解釈は、条約解釈の一般的規則であるウィーン条約３１条１項

により、本件文言を正文によって、文脈によりかつその趣旨及び目的に照ら

して与えられる用語の通常の意味に従って解釈した場合、その意義が、「利

得の分配（配当）が行われる会計期間の終期」と解されることと実質的に一

致するところであって、相当であるというべきである。」に改める。 

   原判決２８頁１４行目の「前記１⑵イ 」の次に「、⑸」を加える。 

 ２ 当審における控訴人の追加主張に対する判断 
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  ⑴ 控訴人は、本件文言は本件租税条約３条２項の「文脈」により解釈すべき

であり、同項の「文脈」は、ウィーン条約３１条１項が規定する「文脈」よ

りも広い意味を持つものであると主張する。 

本件租税条約の条文である本件文言については、まず本件租税条約３条２

項に基づいて解釈するのが相当であるのは、前記補正の上引用した原判決説

示のとおりであるが、本件租税条約３条２項の「文脈」と、条約に関する一

般規定であるウィーン条約３１条１項にいう「文脈」とを別異に解すべき根

拠は明らかではなく、控訴人の上記主張は採用できない。 

  ⑵ 控訴人は、本件各みなし配当は、本件租税条約制定当時には制度自体存在

しなかったものであるし、本件各みなし配当には、利得の分配に係る会計年

度は存在しないから、「the accounting period」という文言に拘泥しない

解釈が求められると主張する。 

しかし、本件租税条約において「配当」を定義している１０条３項は、

「配当」を株式その他利得の分配を受ける権利から生ずる所得及びその他の

持分から生ずる所得であって分配を行う法人が居住者とされる締約国（源泉

地国）の税法上株式から生ずる所得と同様に取り扱われるものをいうと包括

的に定め、これに該当する限り、本件租税条約１０条の適用があることを予

定している。そして、前記説示のとおり、本件租税条約１０条３項と同様の

内容であるモデル条約１０条３項のコメンタリー（パラグラフ２３）によれ

ば、同項の「配当」の概念を、締約国の国内法令から独立して定義づけるこ

とは可能とは考えられないとされているから、この「配当」の概念が、本件

租税条約適用時の国内法に関連づけられることは当然に想定されているもの

と解され、また、同コメンタリー（パラグラフ２８）では、「配当」とされ

る支払に関し、支払法人が配当として支払う便益が、法人の生み出した当期

の利得から支払われたものであるか、準備金（すなわち、過去の事業年度の

利得）から支払われたものであるかは重要なことではない、とされている。
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したがって、本件各みなし配当には、利得の分配に係る会計年度は存在しな

いから、「the accounting period」という文言に拘泥しない解釈が求めら

れるとする控訴人の主張を採用することはできない。 

 ⑶ア 控訴人は、本件租税条約３条２項の「文脈」に該当する、本件保有期間

要件が設けられた趣旨に照らせば、本件文言は、利得の分配の受領者が特

定される日を意味すると解すべきであると主張する。 

イ この点に関し、本件保有期間要件が規定された趣旨は、本件規定⒜が、

親子会社間配当に関し、経済的二重課税を軽減し、国際投資を促進する趣

旨で定められていることから、その趣旨に照らし、軽減税率の適用対照と

して想定されない株主が源泉地国において軽減税率の適用を受けようとす

る濫用的な事例への対策として設けられたものと解される。そして、前記

のとおり、２０１０年版のモデル条約１０条のコンメンタリー（パラグラ

フ１６）では、保有期間要件を定めるかどうか、保有期間要件を定める場

合にはその具体的な内容をどのように定めるかは、租税条約締約国の選択

に委ねられるとされており、本件文言はその代表的な定め方の一つを採用

しているものと認められる。そして、２０１７年に改訂されたモデル条約

の１０条２項⒜では、新たに保有期間要件として、「当該配当の受益者

が、当該配当の支払の日を含む３６５日の期間を通じて、当該配当を支払

う法人の資本の２５％以上を直接に所有する法人（以下略）」という規定

例を示しており、配当の支払日に先立つ期間において持分を継続保有して

いることを必要であるとはしていない。 

ウ そうすると、本件保有期間要件が規定された趣旨を「文脈」として本件

文言を解釈すれば、持分保有関係の存在は、その配当に結びつく投資がさ

れた期間において求められているから、本件保有期間要件は、当該一定の

期間に先立つ６か月間、当該持分関係が継続していることを要求するもの

であるとする控訴人の主張は、前提を欠くものといえ、採用することがで
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きない。 

  ⑷ 控訴人は、本件保有期間要件の趣旨等に照らせば、本件租税条約の「the 

accounting period」との文言は、親子会社間の配当の減免規定の適用を受

ける際に必要とされる株式の保有期間を画する用語である「計算期間」と訳

するのが相当であり、我が国の法令上、計算期間とは「その配当等の額の支

払を受ける直前に当該配当等の額を支払う他の内国法人により支払われた配

当等の額（括弧内略）の支払に係る基準日の翌日（括弧内略）からその支払

を受ける配当等の額の支払に係る基準日までの期間」（本件各みなし配当が

された平成２６年８月１日時点における法人税法施行令２２条の２第２項）

を意味し、その終了の日とは基準日を意味するから、本件文言は利得の分配

の受領者が特定される日を意味すると解すべきであると主張する。 

    しかし、控訴人の上記主張は、本件租税条約の文脈により本件文言を解釈

すべきであるとしながら、国内法である法人税法における用語により本件文

言の解釈を行うものであって矛盾があり、採用することができないというべ

きである。 

    その他、控訴人が、本件文言について、前記のとおり判示した解釈と異な

る解釈をすべきであると主張する点については、いずれも採用することがで

きない。 

３ 以上の次第で、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却

することとし、主文のとおり判決する。 

     東京高等裁判所第７民事部 

 

裁判長裁判官 矢   尾   和   子 
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